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条例事項一覧 
（個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）より） 

 

【条例で定める必要がある事項】 

条項 条文 

第89条 

第２項 

２ 地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところにより、

実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。 

第119条 

第３項 

３ 第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方

公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、実費を勘案して政

令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。 

第119条 

第４項 

４ 前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情

報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるとこ

ろにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を標準として条例で

定める額の手数料を納めなければならない。 

 

【必要に応じて条例で定めることが考えられる事項】 

条項 条文 

第60条 

第３項・ 

第２号 

３ この章において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当

する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部（これらの一部に

行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報（同条第一号に掲げる情報を除

き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。）、

独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報（同条第一号に掲げる情

報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。）又は地方公共団体の情

報公開条例（地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を

請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をいう。以下この章に

おいて同じ。）に規定する不開示情報（行政機関情報公開法第五条に規定する不

開示情報に相当するものをいう。）が含まれているときは、これらの不開示情報

に該当する部分を除く。）を加工して得られる匿名加工情報をいう。 

一 （略） 

二 行政機関情報公開法第三条に規定する行政機関の長、独立行政法人等情報公

開法第二条第一項に規定する独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独

立行政法人に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録され

ている行政文書等の開示の請求（行政機関情報公開法第三条、独立行政法人等

情報公開法第三条又は情報公開条例の規定による開示の請求をいう。）があっ

たとしたならば、これらの者が次のいずれかを行うこととなるものであること。 

イ 当該行政文書等に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する

旨の決定をすること。 

ロ 行政機関情報公開法第十三条第一項若しくは第二項、独立行政法人等情報

公開法第十四条第一項若しくは第二項又は情報公開条例（行政機関情報公開

法第十三条第一項又は第二項の規定に相当する規定を設けているものに限

る。）の規定により意見書の提出の機会を与えること。 

三 （略） 
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第60条 

第５項 

５ この章において「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地方独

立行政法人が保有する個人情報（要配慮個人情報を除く。）のうち、地域の特性

その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じな

いようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定め

る記述等が含まれる個人情報をいう。 

第78条 

第２項 

 

２ 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用につ

いては、同項中「掲げる情報（」とあるのは、「掲げる情報（情報公開条例の規

定により開示することとされている情報として条例で定めるものを除く。）又は

行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に準ずる情報であって情報公

開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との

整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの

（」とする。 

附則 

第10条 

第２項 

２ 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団

体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰につい

ては、その失効後も、なお従前の例による。 

 

【条例で定めることが妨げられるものではない事項】 

条項 条文 

第75条 

第５項 

５ 前各項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が、条例で定める

ところにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項

を記載した帳簿を作成し、公表することを妨げるものではない。 

第107条 

第２項 

２ 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利

用停止請求に係る不作為についての審査請求については、政令（地方公共団体の

機関又は地方独立行政法人にあっては、条例）で定めるところにより、行政不服

審査法第四条の規定の特例を設けることができる。 

第108条   この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の

手続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限

り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。 

第129条   地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第三章第三節の施策を講

ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的

な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他

の合議制の機関に諮問することができる。 

 

 


